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 佐賀県獣医師修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成31年２月８日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    

 佐賀県規則第３号 

   佐賀県獣医師修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則 

 佐賀県獣医師修学資金貸与条例施行規則（平成５年佐賀県規則第18号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 （連帯保証人）  （連帯保証人） 

第４条 略 第４条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 保証人のうち１人は、県内に住所を有する者でなければならな

い。 

 

４ 略 ３ 略 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


